
滋賀県内の子どもたちの声から生まれた、
子どもの権利が守られ、子どもの笑顔を増やすために社会全体で大切にしたい行動

子どもが自分自身のために行動できること「こどもあくしょん」と、
子どもの権利を守るために大人が行動すること「おとなあくしょん」という２つの視点から、
子どもと大人が取り組む行動を示しています。

――こどもあくしょん――

――おとなあくしょん――

子ども・大人それぞれの立場で「すまいる・あくしょん」を実践していただけるよう、
普及啓発に取り組み、子どもを真ん中に置いた社会を目指しています。

「すまいる・あくしょん」



「すまいる・あくしょん」宣言登録

「すまいる・あくしょん」宣言登録の目的

「すまいる・あくしょん」宣言を行った企業・団体等を県が登録し、その取組を広く公表すること
により、「すまいる・あくしょん」の取組を推進すること

宣言登録企業・団体等の個別記事を
専用ウェブサイトに掲載

https://smile-action.jp/case/

https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/348425.html

すまいる・あくしょん宣言はこちらから


